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政 府 管 掌 健 康 保 険 

か ら の お 知 ら せ 
被扶養者の健診の受け方が大きく変わります！ 住民基本健診 特定健診 

　平成２０年４月から、４０歳から７４歳までの方を対象に「特定健診」が実施されます。今まで市町村
役場が行う「住民基本健診」を受診されていた政府管掌健康保険の被扶養者（４０歳から７４歳まで）の

方につきましても、平成２０年４月からは加入している政府管掌健康保険が行う「特定健診」の対象者
となります。 

　政府管掌健康保険の被扶養者の方が「特定健診」を受診される際は、保険証と政府管掌健康保険か
ら発行される受診券が必要となりますが、この受診券は健診申込書により申し込みを行った方に交付

され、申し込みは事業所を通じて行っていただくことになります。 

　なお、政府管掌健康保険に加入する方を対象とした平成２０年度の健診申込書は、６月頃に事業所へ配

布される予定となっており、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

※平成２０年１０月以降は、健康事業財団から全国健康保険協会に移行されます。 

政府管掌健康保険「特定健診」受診の流れ図 
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